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○飯山市都市公園条例施行規則 

昭和49年７月１日規則第18号 

改正 

平成17年３月25日規則第７号 

飯山市都市公園条例施行規則 

（公園内行為の申請及び許可） 

第１条 飯山市都市公園条例（昭和49年飯山市条例第20号。以下「条例」という。）第５条第１項

の規定により、都市公園（以下「公園」という。）内における行為の許可をうけようとする者は、

当該行為をしようとする日の７日前までに公園内行為（占用）許可申請書（様式第１号）に、そ

の行為の概要を示す書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を許可した場合には、公園内行為許可書（様式第２号）を申請

者に交付する。 

（公園施設の設置等の申請及び許可） 

第２条 都市公園法（昭和31年法律第79号）第５条第１項の規定による公園施設の設置又は管理の

許可を受ける場合に提出する申請書は、公園施設設置許可申請書（様式第３号）又は公園施設管

理許可申請書（様式第４号）とする。 

２ 都市公園法第６条第１項の規定による公園の占用を受ける場合に提出する申請書は、公園占用

許可申請書（様式第５号）とする。 

３ 前２項の規定による申請書は、設置、管理又は占用しようとする日の７日前までに、市長に提

出しなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による申請を許可した場合には、公園施設設置許可書（様式第６号）又

は公園施設管理許可書（様式第７号）を、第２項の規定による申請を許可した場合には、公園占

用許可書（様式第８号）をそれぞれ申請者に交付する。 

（許可事項の変更） 

第３条 許可事項の変更の許可を受けようとする者は、公園許可事項変更許可申請書（様式第９号）

にその変更に係わる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 前条第４項の規定は、前項の規定による申請を許可した場合について、準用する。 

（許可期間の更新の申請） 

第４条 第２条第１項又は第２項の規定による許可期間が満了し、引続きその期限を延長しようと

するときは、期間満了前までに、公園許可期間更新申請書（様式第10号）を市長に提出しなけれ
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ばならない。 

２ 第２条第４項の規定は、前項の規定による申請を許可した場合について、準用する。 

（保管工作物等一覧簿の様式） 

第５条 条例第11条の３第３項に規定する保管工作物等一覧簿は、様式第11号のとおりとする。 

（保管した工作物等を売却する方法） 

第６条 条例第11条の５の規定による規則で定める方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に

付しても入札者がない工作物その他の物件又は施設（以下「工作物等」という。）その他競争入

札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することが

できる。 

第７条 市長は、競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起

算して５日前までに、当該工作物等の名称又は種類、形状、数量、競争入札の執行の日時及び場

所その他市長が必要と認める事項を市役所前掲示場に掲示するものとする。 

２ 市長は、競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、３人以上の入札者を指名し、か

つ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量、競争入札の執行の日時及び場所そ

の他市長が必要と認める事項をあらかじめ通知するものとする。 

３ 市長は、前条ただし書の規定による随意契約により売却しようとするときは、２人以上の者か

ら見積書を徴するものとする。 

（工作物等の返還に係る受領書の様式） 

第８条 条例第11条の６に規定する受領書は、様式第12号のとおりとする。 

（公園施設工事等の届出） 

第９条 条例第12条各号に規定する当該行為をした者は、公園施設工事等届（様式第13号）を市長

に提出しなければならない。 

（保証人の資格） 

第10条 条例第14条に規定する保証人は、１年以上引続きこの市に住所を有する者でなければなら

ない。 

２ 市長は、当該保証人が適当でないと認めたとき又は前項に規定する資格を欠いたときは、あら

たに保証人を立てさせなければならない。 

（保証金） 

第11条 条例第14条に規定する保証金の額は、当該占用料と同額以内とする。 

２ 前項の規定による保証金は、許可期間が満了した日又は許可の期間満了前に、当該行為又は利
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用を廃止した日以後において還付する。ただし、未納の占用料、損害賠償金等があるときは、こ

れに充当することができる。 

（使用料の減免） 

第12条 条例第17条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書（様式

第14号）を市長に提出しなければならない。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月25日規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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（様式第１号）（第１条関係） 
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（様式第２号）（第１条関係） 

 



6/17 

（様式第３号）（第２条関係） 
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（様式第４号）（第２条関係） 
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（様式第５号）（第２条関係） 
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（様式第６号）（第２条関係） 
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（様式第７号）（第２条関係） 
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（様式第８号）（第２条関係） 
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（様式第９号）（第３条関係） 
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（様式第10号）（第４条関係） 
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（様式第11号）（第５条関係） 
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（様式第12号）（第８条関係） 
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（様式第13号）（第９条関係） 
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（様式第14号）（第12条関係） 

 


